
平成２８年１１月１日発行 第３８４号（１７３号） 

 

 

未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

災害損失対策は税法及び法律を学ぶことが大事である 

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）    

 
 

 

 

 

 

 

 

  
４月１４・１６日の熊本地震により、被災されました皆様に心よりお見

舞い申し上げます。さて、いよいよ確定申告のための準備をしなければ

なりません。そこで被災地を管轄する税務署では、市区町村等の共催に

より平成２８年１０月から１２月にかけて事前に雑損控除計算書作成会

等を開催し、確定申告期の混雑緩和を図ることとして熊本西、熊本東、

八代、玉名、宇土、阿蘇、山鹿、菊池、大分、別府税務署で説明会が行

われています。り災証明書の交付を受けられた方々に発送されています

ので、是非行くようにして下さい。御願いします。損失額を決定するこ

とは非常に難しいことです。その為、損失額が税務署、市町村で決定さ

れれば、あとは雑損控除の計算が簡単になります。 

まだの方は、必ずり災証明書の交付を受けて早めの対応を御願いします。 

そこで１２月１２日標題のセミナーを開催しますので、奮ってご参加く

ださい。 

  日 時：平成２８年１２月１２日（月） 

      受付１３：００   開始１３：３０（～１６：００） 

  場 所：当事務所３F 

  演 題：＜雑損控除他 確定申告について＞ 

◇ マイナンバーと年末調整、確定申告について ◇ 

当事務所 代表社員 

                    税 理 士   西田 尚史 

   費 用：当事務所顧問契約のお客様  無 料 

お申込みは FAXかお電話で。 

まずは別紙にてご確認下さいませ。 

 

 

 

平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第 11条及び同法施行令第

3条第 1項の規定に基づき、平成 28年 4月 22日付国税庁告示により、

熊本県について同月 14日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期

限を延長する措置を講じられていましたが、最近の熊本県における被災

後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成 28年10月 17日付国税

庁告示により、延長期限の期日を、下記のとおりにすることとなりまし

た。 

ただし、この期日以降においても、平成 28年熊本地震による災害

等により申告・納付等ができない方については、個別に所轄税務

署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。 

 具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由

がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限

延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日ま

で期限が延長されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

＜熊本県の方へ＞ 

（熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町を除く。） 
 

○ 振替納税のお知らせ 

 平成28年10月17日付国税庁告示第15号により熊本県（熊本市、

西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町を除く。）の方につきまして

は、申告・納付等の延長期限の期日が平成 28年 11月 30日に定め

られたことに伴い、延長後の振替納付日は、次のとおりとなりま

す。  
１．申告所得税及び復興特別所得税 

(1) 平成 27年分確定申告 

 

 
 
(2) 平成 28年分予定納税 

 

 

     
２．消費税及び地方消費税（個人事業者） 

(1) 平成 27年分確定申告 

 

 

 

○ 中間申告分に係る振替納付日について 

 中間申告が年 1～11 回必要な方は、基本的に当初の振替納付日

から延長後の平成29年 1月 16日（月）が振替納付日となってい

ます。ただし、中間 3回目と 9回目の振替納付日は平成 28年 12

月 27日（火）となりますので、ご注意ください。 

＜熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町の方へ＞ 
 

○ 振替納税のお知らせ 

 平成 28年 10月 17日付国税庁告示第 16号により熊本市、西原村、南阿

蘇村、御船町及び益城町の方につきましては、申告・納付等の延長期限

の期日が平成 28年 12月 16日に定められたことに伴い、延長後の振替納

付日は、次のとおりとなります。  
１．申告所得税及び復興特別所得税 

(1) 平成 27年分確定申告 

 

 
   
(2) 平成 28年分予定納税 

 

 

 

 

２．消費税及び地方消費税（個人事業者） 

(1) 平成 27年分確定申告 

 

 

 
  

○ 中間申告分に係る振替納付日について 

 中間申告が年 1～11回必要な方は、全て当初の振替納付日から延長後の

平成29年 1月 16日（月）が振替納付日となっています。 

 

 

 

  
このたび大塚博文が平成２８年１０月３１日付で退職し、独立しますの

で、パソコン関連業務についてはすべて引き継ぎさせることに致しまし

た。つきましては１１月１日以降は下記のところに御連絡下さいますよ

うにお願い申し上げます。 

 〒869-1235 熊本県菊池郡大津室２－１ 

       熊本電算システムサポート 大塚博文 

       TEL:０８０－５２００－５８７１ 

       Email：h_otsuka@msd.biglobe.ne.jp 

永い間、当社にご厚情を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。 
 

平成28年11月 1日 

有 限 会 社 未 来 経 営 

代表取締役 西田 尚史 

 

 
１２月１２日熊本地震の雑損控除等についてのセミナーを開催します 

納付期限に注意！！ 

㈲未来経営 大塚博文の独立応援 
ご支援、ご協力お願い申し上げます 

mailto:h_otsuka@msd.biglobe.ne.jp


平成２８年１１月１日発行 第３８４号（１７３号） 

 

 

未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                

  
日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）    

製作・発行：税 理 士 法 人  未 来 税 務 会 計 事 務 所 

      〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯 1-1-106 

      Tel：096-368-2030 ／ Fax：096-368-4639 

      http://miraizeimu.com/ 

チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

 

災害損失対策は税法及び法律を学ぶことが大事である 

 

 

 

厚生年金保険の標準報酬月額の下限改定 

平成28年10月 1日より、厚生年金保険の現在の標準標準月額の最低等

級（第 1級・9万 8千円）の下に、新たな等級（8万 8千円）が追加され、

下限が引き下げられます。 

※健康保険及び船員保険の標準報酬月額の最低等級（第 1級・5万 8千円）

については変更ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『厚生年金保険の標準報酬月額の下限該当者の取り扱い』 

厚生年金保険の標準報酬月額の下限改定に伴い、平成 28年 9月30日以

前からお勤めの次の方に対して、平成 28年 10月中に管轄の年金事務所

より事業主または船舶所有者に改定通知書を送られる予定です。 

・改定後の新第 1級に該当する厚生年金保険被保険者 

・改定後の新第 1級に該当する70歳以上被用者 

なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主または船舶所有者からの届

出は不要です。 

 

 

 

今年も年末調整の時期を迎えます。もう生命保険会社から控除証明書が

お手元に届いているかと思いますので、早めの準備をよろしくお願い致

します。 

扶養控除等申告書には、今年からマイナンバーの記載が求められます。

お手元にあるマイナンバーカード又は通知カードなどで確認して下さい。

配偶者や子供のマイナンバーも必要となります。  

通知カードを紛失した方は、市区町村の窓口で再交付の手続きができま

す。しかし、申請から交付まで１ヶ月～2 ヶ月くらいかかるので、急ぐ

場合には個人番号が記載された住民票を取得すれば、マイナンバーが確

認できます。 

すでに勤務先にマイナンバーを提出している場合は、申告書の余白に「提

出済みの個人番号と相違ない」旨を署名すれば、今年の扶養控除等申告

書にマイナンバーを記載する必要はありません。（出典：日本経済新聞 10/8号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
今回の講演は、第一部に熊本県益城町で頑張っておられます野菜

農家 ㈲吉水農園 代表取締役 吉水孝道様に儲かる農業経営と

はどういうこと言うのか？復興農業法人の物語り。農業経営を成

功するためにいかにして困難を乗りきってきたか、事業承継につ

いてを合わせてお話し頂きます。第二部では、就労支援の分野で

ご活躍されております熊本県出身の㈱えと菜園 代表取締役 小島 

希世子様に御講演頂きます。「横浜ビジネスグランプリ 2011 ソー

シャル部門｣で最優秀賞を受賞、ご自身の著書「ホームレス農園」

を出版。現在、就労支援プログラムの参加者と人手不足に悩む農

業法人とのマッチングする取組をされる等、精力的にご活躍され

ている方です。講演終了後、交流会を予定しております。講演会

は無料です。この機会に皆様奮ってご参加くださいませ。  
 
日  時：平成２８年１１月１８日（金） 

      受付１３：００ 開始１３：３０（～１７：００）  

第一部  ＜農業に夢と希望を語る～事業承継成功事例～＞    

      有限会社吉水農園 代表取締役 吉水 孝道 様 

第二部  ＜人手不足のいま！雇用問題をどう解決するのか＞ 

      株式会社えと菜園 代表取締役 小島 希世子 様  

場  所：メルパルク熊 本 

費  用：講演会 ：    無  料 

     交流会 ： お一人様５，０００円 

お申込みは FAXかお電話で。まずは別紙にてご確認下さいませ。 

 

厚生年金保険 

年末調整、 早めに準備をお勧めします 

九州農業経営研究会 主催 ＜定 期 講 演 会＞ 

『農業に夢と希望を与える農地所有適格法人』 


